
 

エクセレント羽ノ浦こども園 重要事項説明書 

  
当園が教育・保育の提供を開始するにあたり、あなたに説明すべき事項は次のとおり

です。 
  

１ 施設運営主体 

名称 社会福祉法人ハート福祉会 

所在地 徳島市かちどき橋 1 丁目 22-1 

電話番号 ０８８－６２３－１９１１ 

代表者氏名 理事長 大川 一則 

 
   ２ 利用施設 

施設の種類 幼保連携型認定こども園 

施設の名称 エクセレント羽ノ浦こども園 

施設の所在地 阿南市羽ノ浦町中庄やたけ１－１ 

連絡先 電話番号  ０８８４－２４－８３５１ 
ファックス ０８８４－２４－８３５２ 

管理者 園長 村上 訓子 

利用定員 

１号認定 １５人 

２号認定 ７５人 

３号認定 １・２歳児／４５人 ０歳児／１５人 

開設年月日   令和５年４月１日 

事業所番号  

敷地 敷地全体 2.493.48 ㎡ 園  庭 1.085.90 ㎡ 

園舎 構  造   鉄骨造 延べ面積 1.511.62 ㎡ 

主な設備 部屋数 備考 

保育室 6 室  

遊戯室 1 室  

絵本の部屋 1 室  

職員室 1 室  

ランチルーム 1 室  



調理室 1 室  

会議室 1 室  

一時保育室 1 室  

子育て支援室 1 室  
 

 

３ 施設の目的・運営方針 

  エクセレント羽ノ浦こども園（以下「当園」という。）は、小学校就学前の子ども

に対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を総合的に提供し、地域に

おいて子どもが健やかに育成される環境整備を行うことを目的とします。 
 ⑴ 当園は、教育・保育の提供に当たっては、入園する子ども（以下「入園児」とい

う。）の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい

生活の場を提供するよう努めます。 
 ⑵ 当園は、教育・保育に関する専門性を有する職員が、家庭との密接な連携の下に、

子どもの状況や発達過程を踏まえ、教育と保育を一体的に行います。 
 ⑶ 当園は、社会の期待や願いに応えられる創意と活力のある教育・保育活動をすす

め、子ども・保護者・地域に信頼されるよう努めます。 
⑷ 当園は、安心・安定した情緒と落ち着いた環境の中で、健やかで豊かな心と体が

育つよう教育・保育を行います。 
 

４ 提供する教育・保育等の内容 

⑴ 特定教育・保育（通常保育時間において提供する教育・保育をいう） 
 ⑵ 食事の提供 
 ⑶ 特別支援教育・障害児保育 
 ⑷ 延長保育 
 ⑸ 一時預かり 
 ⑹ 地域交流広場 
 ⑺ 子育て支援事業 
 ⑻ その他教育・保育に係る行事等 
 



５ 職員配置の状況 

職 種 員数 常勤 非常勤 備考 

園長 １ １ ０  

副園長 １ ０ １  

主幹保育教諭 １ １ ０  

保育教諭 ２１ ２０ １  

管理栄養士 １ １ ０  

事務員 １ １ ０  

地域交流広場担当 ３ ２ １  

一時保育担当 ２ ２ ０  

調理員 ３ １ ２  
※ 職員配置については、子どもの受入状況により変動する場合があります。 

 
６ 教育・保育の提供を行う日 

⑴ 当園が１号認定の入園児に教育・保育の提供を行う日は、次のとおりです。 
①  学期 

  ア １学期 ４月８日から７月２０日まで 
  イ ２学期 ９月１日から１２月２３日まで 
  ウ ３学期 １月８日から３月２４日まで 
② 休園日 

  ア 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日 
イ 夏季休業 ７月２１日から８月３１日まで 
ウ 冬季休業 １２月２４日から１月７日まで 
エ 春季休業 ３月２５日から４月７日まで 

 ⑵ 当園が２号・３号認定の入園児に教育・保育の提供を行う日は、月曜日から土曜

日までとします。 

ただし、年末年始（１２月２９日から１月３日）及び祝祭日を除きます。 

 



７ 教育・保育の提供を行う時間 

認定区分 曜日 通常保育時間 
延長保育(２号・３号) 

開所前 閉所後 

教育標準時間 
（１号） 平日 8:30～14:00 - - 

保育標準時間 
（２号・３号） 

平日 7:30～18:30 - 18:30～19:30 

土曜 7:30～18:30 - 18:30～19:30 

保育短時間 
（２号・３号） 

平日 8:30～16:30 7:30～8:30 16:30～19:30 

土曜 8:30～16:30 7:30～8:30 16:30～19:30 

※ 延長保育の利用に当たっては、通常保育時間に係る保育料とは別に利用料が必

要です（利用料の額は別表を参照）。 
 
８ 預かり保育 

  １号認定子どもについて、６に掲げる日及び７に掲げる時間以外で保育が必要な場

合は、預かり保育を提供します。 
⑴  通常保育日 
 平日：①7 時 30 分から 8 時 30 分まで②14 時 00 分から 19 時 30 分まで 
 土曜：7 時 30 分から 19 時 30 分まで 

⑵  休園日（日・祝日を除く） 
   平日：①7 時 30 分から 8 時 30 分まで②14 時 00 分から 19 時 30 分まで 
   土曜：7 時 30 分から 19 時 30 分まで 

※ 預かり保育の利用に当たっては、通常保育時間に係る保育料とは別に利用料が

必要です（利用料の額は別表を参照）。 
 
９ 利用料金 

 ⑴ 特定教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

   支給認定を受けた市町村が定める保育料を、当園にお支払いいただきます。 
 ⑵ その他の利用者負担金等 
   ⑴に掲げる保育料のほか、別表に掲げる費用を負担していただきます。 
 
10 利用の終了に関する事項 

  当園は、以下の場合には教育・保育の提供を終了します。 
 ⑴ 入園児が小学校に就学したとき 
 ⑵ 入園児の保護者が子ども・子育て支援法に定める要件に該当しなくなったとき 

⑶  その他利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 



11 日本スポーツ振興センターの加入 

当園は、園児の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センター 

災害共済給付契約を結んでいます。園の管理下において園児がケガや事故に遭った場

合、保護者の方に対してその治療費や見舞金などを給付します。 

 共済掛金(年額)２８５円  (保護者負担額２００円 当園負担額８５円) 

 

12 緊急時の対応 

入園児に体調急変等の緊急事態が発生した場合には、保護者の指定する医療機関及

び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。 
 

13 非常災害時の対策 

当園は、非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等に

ついての責任者を定め、月１回以上の避難訓練及び消火訓練を実施します。 

 
14 虐待の防止のための措置に関する事項 

当園は、入園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の選任その他必要

な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他の必要な措置を講じま

す。 
 
15 苦情相談について 

  苦情・相談は面接、電話、書面などにより苦情相談受付担当者が随時受け付けます。 
なお、第三者委員に直接苦情・相談を申し出ることもできます。 

 
    苦情相談受付担当者：副園長 神例 扶美代 主幹保育教諭 斎藤 奈央美 
  苦情相談解決責任者：園長 村上 訓子 
 
  第三者委員 
  監事 清野 理    （０８８－６３５－４９３８） 
  評議員 北野 晃司  （０８８－６３３－３０６９） 
 
16 自己評価について 

  当園では法人の基本理念である「J の育み」自由に（自発的に）自分らしく（自分

の思いを表現する）自適に（安心感と信頼感をもって楽しく過ごす）自立する（生

きる力を育む）を保育、教育方針として設定し職員一人ひとりが達成状況や達成に

向けた取り組みを振り返ることで組織的、継続的な改善を図っています。 
 



 
 

当園における教育・保育の提供を開始するに当たり、本書面に基づき重要事項の説明

を行いました。 
  
 認定子ども園名：エクセレント羽ノ浦こども園 
 説明者職名：園長   
氏名：村上 訓子 

 
私は、本書面に基づいてエクセレント羽ノ浦こども園の利用に当たって重要事項の説

明を受け、同意しました。 
 

      年  月  日   
保護者住所 

   児童氏名  

   保護者氏名                  印 

   児童から見た続柄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
別表 
 

１ 特定教育・保育の提供に当たって質の向上を図る上で特に必要な対価（上乗せ徴

収） 

項目 内容、負担を求める理由及び目的 金額 

施設整備・維持費   

特定職員人件費   

教育内容充実費 

講師の先生を招待したり、特別な製作等を行

うための費用  

※１号認定・２号認定のみ 

英語教育 週 1 回程度  

音楽教育 月２回程度 

サッカー教室 月１回程度 

体操教室（４・５歳児）月 2 回程度 

絵の教室(５歳児) 月１回程度 

1500 円／月 

 

２ 特定教育・保育において提供される便宜に要する費用（実費負担） 

項目 内容、負担を求める理由及び目的 金額 

教材、学用品 出席カード、道具箱、のり、連絡帳、その他 1,000 円～4,000 円 

制服 上着、ズボン、スカート、帽子、体操服 
3 万円程度 

(3～5 歳児) 

給食費（1号認定・2号認

定のみ） 
主食代 ※1 号認定・2 号認定こども 1,500 円／月 

日本スポーツ振興センタ

ー加入 
園児の不慮の災害に備えての契約 年額 200 円 

絵本代 ご家庭で毎月１冊購入 
月 460 円（１～５歳児の

み） 

 ※ 実費負担については、年度途中に徴収項目の追加・削除や徴収金額の変更があり得ます
が、その場合も事前に説明を行い、同意を得た上で、徴収するものとします。 

３ 特定教育・保育以外の事業の利用に要する費用 

項目 金額 

延長保育 

（保育園部） 

【保育標準時間】 

随時利用：200 円／１時間 

【保育短時間】 

随時利用：200 円／1 時間 

預かり保育 

（幼稚園部） 
200 円／1 時間 
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